
（平成２４年８月２２日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認埼玉地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 9 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 8 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 9 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 7 件



                      

  

埼玉国民年金 事案 4992 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 41 年４月から 42 年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生

住    所 ： 

 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年４月から 40 年３月まで  

         ② 昭和 41 年４月から 42 年３月まで 

         ③ 昭和 44 年４月から平成２年５月まで 

    

    

    私は、国民年金についての記憶は明確ではないが、昭和 40 年頃は国

民年金保険料納付書が郵送されてきて、元妻が納付できる時は納付し、

納付できない時は免除申請をしていたと聞いていた。昭和 60 年頃から

平成２年頃まではＡ市の職員が自宅に集金に来ていた。約 30 年の被保

険者期間のうち、６か月分しか保険料を納付しなかったとは考えられな

い。申立期間の保険料が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②については、申立人は、国民年金についての記憶は明確で

はないが、昭和 40 年頃はその元妻が納付できる時は納付し、納付でき

ない時は免除申請をしたと聞いていたとしている。本申立期間について

申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者の資格

取得時期から、昭和 39 年３月頃に払い出されたと推認され、このこと

からすると、申立期間②の保険料を納付することは可能である。 

  また、オンライン記録によると、昭和 40 年４月から同年９月までの

国民年金保険料は納付済みとなっており、同年 10 月から 41 年３月まで

の期間は申請免除となっていることから、申立人が 12 か月と短期間で

ある申立期間②の保険料を納付した可能性を否定できない。 

、

  

   

２ 申立期間①については、申立人は、その元妻が国民年金保険料を納付



                      

  

したと聞いていたとしているが、その元妻とは既に離婚しており証言を

得ることができず、申立人自身は申立期間①の保険料納付に関与してい

ないことから、保険料納付状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出されたと推認される昭

和 39 年３月の時点では、申立期間①のうち、36 年４月から同年 12 月

までは時効により国民年金保険料を納付することができない期間であり

37 年１月から 40 年３月までは納付することができる期間であるが、申

立人の保険料納付に関する記憶が明確ではない上、当委員会においてオ

ンラインの氏名検索等により調査したが、申立人に別の国民年金手帳記

号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付したことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

、

 

３ 申立期間③については、申立人は、その元妻二人がそれぞれ申立人と

同居していた期間の国民年金保険料を納付したとしているが、その元妻

二人とは既に離婚しているため証言を得られず、申立人自身は申立期間

③の保険料納付に関与していないことから、保険料納付状況が不明であ

る。 

また、行政において、254 か月と長期間にわたり、国民年金の記録管

理に誤りが続いたとは考え難い上、申立人が申立期間③の国民年金保険

料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほ

かに保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

４ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 41 年４月から 42 年３月までの国民年金保険料を納付していた

ものと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 7046 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認められることから、申立人のＡ株式会社Ｂ支店（現在は、同社

Ｃ支店）における資格取得日に係る記録を昭和 46 年１月 25 日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額に係る記録を３万 3,000 円とすることが必要であ

る。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 24 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 46 年１月 25 日から同年２月１日まで 

昭和 43 年４月１日にＡ株式会社に入社し、平成４年 12 月１日付けで

退職するまで継続して勤務していたが、申立期間は厚生年金保険の被保

険者期間となっていない。申立期間は、同社Ｄ支店から同社Ｂ支店に転

勤となった時期であるが、空白期間はないはずである。申立期間を被保

険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ株式会社Ｃ支店が保管する社員名簿、雇用保険の記録及び事業主の供

述から判断すると、申立人がＡ株式会社に継続して勤務し（昭和 46 年１

月 25 日にＡ株式会社Ｄ支店から同社Ｂ支店に異動）、申立人が申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係るＡ株式会社Ｂ

支店における健康保険厚生年金保険被保険者原票の昭和 46 年２月の記録

から、３万 3,000 円とすることが妥当である。 

 なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業所が保存していた申立人の申立期間に係る厚生年

金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書における資格取得日

  



                      

  

が昭和 46 年２月１日となっていることから、当時の事業主が同日を資格

取得日として届け、その結果、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る

同年１月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期

間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 7047 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、昭和 41 年８月１日から同年 10 月１日までの期間につ

いて、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立

人が主張する標準報酬月額であったことが認められることから、当該期間

の標準報酬月額に係る記録を３万 6,000 円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41 年３月１日から同年 10 月１日まで 

Ａ株式会社Ｂ支店に勤務していた昭和 41 年３月１日から同年 10 月１

日までの期間の標準報酬月額が、前後の時期と比較して低額となってい

る。同社に入社以来、給与が減額したことはないので、調査の上記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間のうち昭和 41 年８月１日から同年 10 月１日までの申立人の

標準報酬月額については、オンライン記録によると、３万円と記録され

ていることが確認できる。 

  しかしながら、Ａ株式会社Ｂ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿の申立人の記録により、昭和 41 年８月１日に３万 6,000 円の標

準報酬月額に変更された後、同社での資格を喪失する 42 年３月１日ま

で同額の標準報酬月額が記録されていることが確認できることから、申

立人の当該期間の標準報酬月額を３万 6,000 円に訂正することが必要で

ある。 

  

 

２ 申立期間のうち昭和 41 年３月１日から同年８月１日までの期間につ

いて、申立人は、Ａ株式会社Ｂ支店における同年３月１日からの標準報

酬月額が前後の標準報酬月額と比較して低額となっていると供述してい

るところ、同社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、同日に

申立人のほか 24 人の被保険者の標準報酬月額が減額となっていること



                      

  

が確認できる上、申立人同様に前後と比較して標準報酬月額が低額とな

っている者から提出を受けた申立期間当時の給与明細書により、当該低

額となった標準報酬月額に基づく厚生年金保険料が控除されていること

が確認できる。 

また、事業主は、当時の資料も無く申立人の当該期間に係る報酬月額

及び厚生年金保険料の控除について不明と供述している。 

このほか、申立人が事業主により給与から申立人の主張する標準報酬

月額に相応する厚生年金保険料を控除されたことが確認できる関連資料

や周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると

申立人が当該期間についてその主張する標準報酬月額に相当する厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 

、



                      

  

埼玉厚生年金 事案 7048 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間①について、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準

報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることか

ら、申立期間の標準報酬月額を 26 万円に訂正することが必要である。 

申立期間②について、申立人の株式会社Ａにおける資格喪失日は、昭和

58 年５月６日であると認められることから、厚生年金保険被保険者資格

の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

また、当該期間の標準報酬月額については、昭和 57 年８月及び同年９

月は 26 万円、同年 10 月から 58 年４月までは 28 万円に訂正することが必

要である。 

申立期間③について、申立人は、厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたと認められることから、上記訂正後の資格喪失日（昭和

58 年５月６日）を同年７月 21 日に訂正し、当該期間に係る標準報酬月額

を同年５月は 28 万円、同年６月は 36 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生

住    所 ： 

 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 56 年 10 月１日から 57 年８月 31 日まで 

  ② 昭和 57 年８月 31 日から 58 年５月６日まで 

         ③ 昭和 58 年５月６日から同年７月 21 日まで     

    厚生年金保険の記録では、株式会社Ａに勤務していた昭和 56 年 10 月

から 57 年７月までの標準報酬月額が、当時の給与金額より低くなって

いる。また 57 年８月から 58 年６月までの記録が無いが、この間も勤務

しており、厚生年金保険料を控除されていたので、調査して記録を回復

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、株式会社Ａの事業所別被保険者名簿によると、



                      

  

申立人の標準報酬月額は、当初、昭和 56 年 10 月から 57 年９月までは

26 万円、同年 10 月からは 28 万円と記録されていたところ、同社が厚

生年金保険の適用事業所でなくなった日（昭和 58 年２月 28 日）より後

の 58 年５月６日付けで、56 年 10 月に遡って 15 万円に減額訂正されて

いることが確認できるとともに、申立人を含む 35 人が、同日付けで、

遡って標準報酬月額を減額訂正処理されており、社会保険事務所におい

て、このような訂正処理を行う合理的理由は見当たらない。 

 これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間①に係る標準報酬月

額について、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期

間①に係る標準報酬月額の記録は、事業主が社会保険事務所に届け出た

記録から、26 万円に訂正することが必要と認められる。 

   

 

  ２ 申立期間②について、雇用保険の加入記録及び同僚の証言から、申立

人は、申立期間において株式会社Ａに継続して勤務していたことが認め

られる。 

  また、オンライン記録では、株式会社Ａは、昭和 58 年２月 28 日に厚

生年金保険の適用事業所でなくなっているところ、株式会社Ａの事業所

別被保険者名簿によると、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失届は、

その約３か月後の同年５月６日に提出されている上、申立人を含む 32

人が、同日付けで資格喪失日を 57 年８月 31 日と記録され、標準報酬月

額を遡って減額訂正されていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人の資格喪失処理及び標準報酬月

額の記録訂正は有効なものとは認められず、社会保険事務所において、

このような処理を行うべき合理的理由は見当たらない。 

  したがって、申立人の資格喪失日は、社会保険事務所の処理日と同日

の昭和 58 年５月６日とすることが妥当である。 

  また、申立期間の標準報酬月額については、事業主が社会保険事務所

に当初届け出たとおり、昭和 57 年８月及び同年９月は 26 万円、同年

10 月から 58 年４月までは 28 万円とすることが妥当である。 

  

  

  

 

  ３ 申立期間③について、雇用保険の加入記録、同僚の証言及び給与明細

書から、申立人は、株式会社Ａに継続して勤務し、当該期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。

  また、申立人及び複数の同僚は、株式会社Ａに継続して勤務していた

が、会社名が株式会社ＡからＢ株式会社Ｃ支店に変わったのは後から知

ったとしており、オンライン記録によると、株式会社Ａにおいて厚生年

金保険の被保険者となっていた 11 人がＢ株式会社の被保険者となって

いる。 

 

  



                      

  

さらに、申立人及び同僚が、従業員は 10 数人以上であったと証言し

ていることから、株式会社Ａは適用事業所でなくなった後、Ｂ株式会社

Ｃ支店の新規適用年月日である昭和 58 年７月 21 日まで当時の厚生年金

保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたと認められる。 

 これらを総合的に判断すると、当該期間に係る標準報酬月額について

は、申立人提出の給与明細書において確認できる報酬月額及び保険料控

除額から、昭和 58 年５月は 28 万円、同年６月は 36 万円とすることが

妥当である。 

 なお、事業主が申立期間③に係る厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、事業主が厚生年金保険の適用事業所としての

要件を満たしていながら、社会保険事務所に適用の届出を行っていなか

ったと認められることから、申立人の当該期間に係る保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

   

   

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 7050 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社（同社Ｂ営業所か

ら名称変更、以下同じ。）における資格喪失日を昭和 61 年 10 月１日に訂

正し、申立期間の標準報酬月額を 12 万 6,000 円にすることが必要である

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 61 年９月 29 日から同年 10 月１日まで 

Ａ株式会社Ｃ支店（同社Ｄ営業所から名称変更、以下同じ。）に昭和   

59 年に入社し、平成２年 10 月６日に退職するまで継続して勤務したが

申立期間の厚生年金保険の加入記録に空白がある。申立期間について厚

生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

、

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ株式会社Ｃ支店に昭和 59 年から平成２年 10 月６日まで勤

務したと申し立てているところ、Ａ株式会社Ｂ営業所に係る事業所別被保

険者名簿から、申立人は昭和 59 年４月 21 日に被保険者資格を取得し、61

年９月 29 日に資格を喪失し、その後、同社Ｃ支店が厚生年金保険の適用

事業所となった同年 10 月１日に同社同支店において再度被保険者資格を

取得していることが確認できる。 

しかしながら、事業主が提出した申立期間に係る賃金台帳及び雇用保険

の記録から、申立人がＡ株式会社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

 また、健康保険厚生年金保険被保険者原票から、Ａ株式会社Ｃ支店が厚

生年金保険の適用事業所となった昭和 61 年 10 月１日に被保険者資格を取

得した複数の同僚が、Ａ株式会社において申立人と同じ同年９月 29 日に

被保険者資格を喪失していることが確認できるところ、事業主は、「人事

 



                      

  

異動は１日付けが通例で、資格喪失日は昭和 61 年 10 月１日が正しい。」

と回答していることから、申立人のＡ株式会社における資格喪失日につい

ては、同年 10 月１日とすることが妥当である。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金

保険料額又は申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内

であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定する

こととなる。 

 したがって、申立期間の標準報酬月額については、賃金台帳における報

酬月額から 12 万 6,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざる

を得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 7051 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社（同社Ｂ営業所か

ら名称変更、以下同じ。）における資格喪失日を昭和 61 年 10 月１日に訂

正し、申立期間の標準報酬月額の記録を 17 万円にすることが必要である

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 61 年９月 29 日から同年 10 月１日まで 

  Ａ株式会社Ｃ支店（同社Ｄ営業所から名称変更、以下同じ。）に昭和

60 年 11 月１日に入社し、平成３年２月 23 日に退職するまで継続して

勤務したが、申立期間の厚生年金保険の加入記録に空白がある。申立期

間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ株式会社Ｃ支店に昭和 60 年 11 月１日に入社し、平成３年

２月 23 日まで勤務したと申し立てているところ、Ａ株式会社Ｂ営業所に

係る事業所別被保険者名簿から、申立人は昭和 60 年 11 月１日に被保険者

資格を取得し、61 年９月 29 日に資格を喪失し、その後、同社Ｃ支店が厚

生年金保険の適用事業所となった同年 10 月１日に同社同支店において再

度被保険者資格を取得していることが確認できる。 

しかしながら、事業主が提出した申立期間に係る賃金台帳及び雇用保険

の記録から、申立人が当該事業所に継続して勤務し、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

 また、健康保険厚生年金保険被保険者原票から、Ａ株式会社Ｃ支店が厚

生年金保険の適用事業所となった昭和 61 年 10 月１日に被保険者資格を取

得した複数の同僚が、Ａ株式会社において申立人と同じ同年９月 29 日に

被保険者資格を喪失していることが確認できるところ、事業主は、「人事

 



                      

  

異動は１日付けが通例で、資格喪失日は昭和 61 年 10 月１日が正しい。」

と回答していることから、申立人のＡ株式会社における資格喪失日につい

ては、同年 10 月１日とすることが妥当である。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金

保険料額又は申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内

であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定する

こととなる。 

 したがって、申立期間の標準報酬月額については、賃金台帳における厚

生年金保険料控除額から、17 万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざる

を得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 7058 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①から③までに支給された賞与に係る標準賞与額の記

録については、申立期間①は 40 万 8,000 円、申立期間②は 68 万円、申立

期間③は 38 万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 平成 15 年７月 12 日 

         ② 平成 15 年 12 月６日 

         ③ 平成 16 年７月 10 日 

年金事務所の記録では、申立期間①から③までに支払われた賞与の記

録が確認できないが、手当支給一覧表が見つかったので、記録の訂正を

してほしい。 

なお、実際は株式会社Ａに勤務していたが、同社は当時まだ社会保険

の適用事業所となっていなかったため、親会社の株式会社Ｂにおいて社

会保険に加入しており、同社において手続が行われていたはずである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が保管していた株式会社Ａに係る（賞与）手当支給一覧表及び複

数の同僚が提出した給与支給明細書（賞与）の記載内容から、申立期間①

から③までにおいて申立人に賞与が支給されていたものと認められる。 

また、複数の同僚から提出された給与支給明細書において、支給された

賞与額に見合う厚生年金保険料が控除されていることが確認できることか

ら、申立人についても、申立期間①から③までに係る厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたものと推認できる。 

したがって、申立期間①から③までに係る標準賞与額については、（賞

与）手当支給一覧表において確認できる賞与額の記録から、申立期間①は

40 万 8,000 円、申立期間②は 68 万円、申立期間③は 38 万円とすること



                      

  

が妥当である。 

なお、申立期間①から③に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、株式会社Ｂは既に厚生年金保険の適用事業所ではなく

なっている上、当時の事業主は療養中につき回答を得ることができない。 

このほか、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないこと

から、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たら

ないことから、行ったとは認められない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 7059 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①及び②に係る標準賞与額の記録については、申立期

間①は 11 万円、申立期間②は 17 万円に訂正することが必要である。 

 なお、事業主が申立期間に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 52 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 平成 15 年 12 月６日 

         ② 平成 16 年７月 10 日     

    年金記録を確認したところ、申立期間①及び②に株式会社Ｂ（勤務先

は株式会社Ａ。以下「事業所」という。）において支払われた賞与の

記録が欠落していることが分かった。調査の上、記録の訂正をしてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業所の経理総務担当者（以下「担当者」という。）が保管していた平

成 15 年冬期及び 16 年夏期手当支給一覧表及び複数の同僚から提出された

給与支給明細書（以下「明細書」という。）の記載内容から、申立期間①

及び②において申立人に賞与が支給されていたものと認められる。 

また、ⅰ）担当者は申立人の申立期間に係る賞与から厚生年金保険料を

控除していたとしていること、ⅱ）明細書において、支給された賞与額に

見合う厚生年金保険料が控除されていることが確認できることから、申立

人についても、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により賞

与から控除されていたものと推認できる。 

したがって、申立期間①及び②の標準賞与額については、平成 15 年冬

期及び 16 年夏期手当支給一覧表において確認できる賞与額の記録から、

申立期間①は 11 万円、申立期間②は 17 万円とすることが妥当である。 

なお、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業所は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっ



                      

  

ている上、当時の事業主は療養中につき回答を得ることができない。 

このほか、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないこと

から、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たら

ないことから、行ったとは認められない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 7060 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録については、３万円に訂正す

ることが必要である。 

 なお、事業主が申立期間に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 55 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成 16 年７月 10 日 

年金記録を確認したところ、申立期間に株式会社Ｂ（勤務先は株式会    

社Ａ。以下「事業所」という。）において支払われた賞与の記録が欠

落していることが分かった。調査の上、記録の訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業所の経理総務担当者（以下「担当者」という。）が保管していた平

成 16 年夏期手当支給一覧表及び複数の同僚から提出された給与支給明細

書（以下「明細書」という。）の記載内容から、申立期間において申立人

に賞与が支給されていたものと認められる。 

また、ⅰ）担当者は申立人の申立期間に係る賞与から厚生年金保険料を

控除していたとしていること、ⅱ）明細書において、支給された賞与額に

見合う厚生年金保険料が控除されていることが確認できることから、申立

人についても、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたものと推認できる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、平成 16 年夏期手当支

給一覧表において確認できる賞与額の記録から、３万円とすることが妥当

である。 

なお、申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、事業所は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、

当時の事業主は療養中につき回答を得ることができない。 

このほか、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないこと



                      

  

から、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たら

ないことから、行ったとは認められない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 4993（事案 2502 及び 3695 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年４月から 43 年９月までの国民年金保険料については

納付していたものと認めることはできない。 

、

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和９年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 36 年４月から 43 年９月まで 

昭和 36 年４月頃に自宅に来たＡ市の職員に勧められ、私の母が私と

弟二人の三人分の国民年金の加入手続をしてくれた。国民年金保険料は

私の給料を母に預けたり、自分で毎月集金に来ていた市の職員に一人

100 円を納め、職員が持参したノートに三人分の判子をそれぞれ押して

いたのを覚えている。 

申立期間について、弟二人は納付済みなのに、私が未加入となってい

ることに納得できない。 

、

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、申立人の母が既に他界しているため、当時の状況

について証言を得ることができないこと、昭和 51 年６月に払い出された

国民年金手帳記号番号では、申立期間は既に時効のため国民年金保険料を

納付することはできない等として、既に当委員会の決定に基づく平成 21

年 11 月 16 日付け及び 22 年 10 月 14 日付け年金記録の訂正は必要でない

とする通知がそれぞれ行われている。 

今回、申立人は、新たな資料及び証言等は無いものの当委員会の決定に

納得がいかないとして３回目となる申立てを行っており、当委員会で再度

申立内容を調査したが、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したこ

とをうかがわせる新たな周辺事情は見当たらない上、申立人からの納付を

裏付ける具体的な証言も得られず、そのほか委員会のこれまでの決定を変

更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人は申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 4994 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44 年７月及び同年８月、54 年 12 月から 63 年７月までの

期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 44 年７月及び同年８月 

② 昭和 54 年 12 月から 63 年７月まで 

    申立期間①の国民年金保険料は、納付時期は定かでないが、Ａ市役所

で、申立期間②の保険料は、おおむね３か月ごとに、Ｂ銀行（現在は、

Ｃ銀行）Ｄ支店、Ｅ市役所又はその支所で、両申立期間とも自分が夫

（故人）の分と併せて納付したので、未納とされていることに納得がい

かない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①の保険料について、申立人は、Ａ市役所で納付したとして

いるところ、申立人の国民年金手帳記号番号（＊）は、当該記号番号前

後の被保険者の資格取得時期から、昭和 43 年 10 月頃に払い出されたと

推認され、申立人は、Ｆ区が交付した納付書で、申立期間①の直前の

44 年４月から同年６月までの保険料を納付していたことが、申立人提

出の領収証書から確認できるが、申立人は、「昭和 44 年７月にはＡ市

に住んでいたと思う。」「Ａ市で国民年金の手続をした記憶は無い。」

としていることから、Ａ市では申立人の国民年金の加入手続が行われて

おらず、申立人がＡ市役所で申立期間①の保険料を納付するために必要

な納付書は交付されなかったと考えられる。 

また、国民年金受付処理簿の申立人の欄に、『７品不』『８品不』

『９品不』『不在 44』（昭和 44 年７月、同年８月、同年９月の保険料

は未納で、申立人がＦ区に不在であったことを意味する。）と記載され

ていることから、申立人は、Ｆ区の交付した納付書では申立期間①の保



 

  

険料を納付していなかったものと考えられる。 

さらに、申立人から申立期間①に係る保険料の納付時期、納付方法な

どに関する具体的な供述を得られない上、申立人は、夫の保険料と併せ

て納付したとしているが、夫も同期間が未納となっている。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

 

２ 申立期間②の保険料について、申立人は、おおむね３か月ごとに、Ｂ

銀行（現在は、Ｃ銀行）Ｄ支店、Ｅ市役所又はその支所で納付していた

としているところ、Ｆ区で払い出された申立人の国民年金手帳記号番号

は、昭和 44 年にＦ区で不在者番号となった後、平成 20 年９月 26 日に

基礎年金番号に統合されるまで使われていなかったことがオンライン記

録により確認できることから、当該記号番号において申立期間②の保険

料を納付していたとは考え難い。 

また、申立人は、「夫が会社を辞めた平成５年に、国民年金の加入手

続をした記憶がある。」としており、Ｆ区で払い出された国民年金手帳

記号番号（＊）とは別の記号番号（＊）が、平成５年９月頃に払い出さ

れたことが、当該記号番号前後の被保険者の資格取得時期から推認でき

ることから、申立期間②当時、Ｅ市では申立人の国民年金の加入手続が

行われておらず、申立人が申立期間②の保険料を納付するために必要な

納付書は交付されなかったと考えられる上、当該記号番号が払い出され

た時点では時効により保険料を納付することはできなかったと考えられ

る。 

さらに、申立期間②は 104 か月と長期間に及んでいる上、申立人は、

申立期間②当時、夫の保険料と併せて納付していたとしているが、夫も

同期間が未納となっている。 

加えて、申立人が申立期間②の保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

 

３ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付してい

たものと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 7049 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 22 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 41 年３月 16 日から 46 年 10 月１日まで 

         ② 昭和 47 年２月１日から 48 年２月 11 日まで     

厚生労働省の記録では、申立期間に係る脱退手当金が支給されたこと

になっているが、当該脱退手当金は請求しておらず、受給もしていない

ので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る申立期間の厚生年金保険脱退手当金裁定請求書及び退職所

得受給に関する申告書には、申立人の署名押印及び申立人の当時の住所が

記載されていることから、申立人の意思に基づき脱退手当金が請求された

ものと考えられる。 

また、申立人に係る申立期間の厚生年金保険脱退手当金裁定伺に記載さ

れている脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無く、支給額はオンライン

記録と一致している上、当該裁定伺及び前述の請求書には、「52.４.25」

の印が確認でき、支給決定日と一致するなど、一連の事務処理に不自然さ

はうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 7052（事案 1720 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住    所 ： 

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 27 年３月 20 日から 28 年３月頃まで 

Ｂ株式会社で勤務した期間が、厚生年金保険の記録では、被保険者期

間として記録されていなかったため、年金記録確認第三者委員会に記録

訂正の申立てをしたが、申立期間を被保険者期間と認めてもらえなかっ

た。 

しかし、Ｂ株式会社に一緒に入社し、約１年後に一緒に辞めた同級生

は、同社で勤務した期間について、厚生年金保険の被保険者であったと

記録されており、私も被保険者であったことを認めてほしいので、再申

立てをする。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、同僚の供述等から、申立人が申立期間にＢ株式会

社に勤務していたと推認できるものの、同社では、厚生年金保険の被保険

者資格取得までの期間について、一定のルールをもって試用期間が定めら

れていたと推認できること、当時の事業主は亡くなっており、申立期間に

おける勤務実態及び厚生年金保険料の控除が確認できないことなどから、

当委員会の決定に基づき、平成21年10月19日付け年金記録の訂正は必要で

ないとする通知が行われている。 

今回の申立てにおいて、申立人は、同僚Ａ氏から提供されたとする日本

年金機構作成のＡ氏に係る「標準報酬月額と標準賞与額の月別状況」を新

たな資料として提出し、Ａ氏と同様に厚生年金保険被保険者であったと認

めてほしいとしていることから、申立人の主張内容を含め、改めて調査を

行った。 

申立人は、試用期間はＡ氏と同様の３か月程度であったとしているが、



  

申立期間当時、Ｂ株式会社において社会保険事務を担当した同僚Ｃ氏は、

新入社員は、工場長、副工場長の推薦により役員が雇用条件を決めて正社

員となるまでは試用期間であり、厚生年金保険には加入をさせていなかっ

た旨を供述しており、申立期間当時、当該事業所では社員ごとに個別に試

用期間を設定していたことがうかがえる。 

また、申立人及びＡ氏と一緒に当該事業所に入社し、勤務をしていたと

供述している同僚Ｄ氏の厚生年金保険被保険者資格取得日は、同事業所に

係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿によると、入社から約１

年３か月後となっていることが確認できる。 

さらに、Ｂ株式会社の現在の代表取締役は、人事資料等が保存されてい

ないことから、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の

控除について確認できないとしている。 

なお、申立人提出の「標準報酬月額と標準賞与額の月別状況」は、Ａ氏

の厚生年金保険加入状況のみを示す資料であり、申立人が申立期間におい

てＡ氏と同様に厚生年金保険に加入していたことを確認できるものではな

い。 

このほかに、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらな

いことから、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 7053（事案 1272 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 20 年 10 月１日から 22 年７月３日まで 

終戦後の昭和 20 年 10 月１日にＡ株式会社に入社したが、同社におい  

て厚生年金保険に加入した日が、22 年７月３日となっている。同社

就職した当初から厚生年金保険に加入していたと思うので、厚生年金

険被保険者資格取得日を 20 年 10 月１日に訂正してほしい。 

に

保

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、複数の同僚の供述から、申立人が申立期間におい

てＡ株式会社に勤務していたことはうかがえるものの、申立人と同じ年に

入社したとする同僚二人の厚生年金保険被保険者資格取得日は、健康保険

労働者年金保険被保険者名簿から、入社したとする日から１年以上経過し

た後であることが確認できること、及び申立期間に係る厚生年金保険料の

給与からの控除が確認できないことなどから、既に当委員会の決定に基づ

き、平成 21 年７月 27 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行

われている。 

今回の申立てにおいて、申立人は、昭和 21 年１月３日に撮影されたと

する申立人が写ったＡ株式会社の新会社発足記念の写真を提出し、申立期

間に厚生年金保険に加入していたとしていることから、申立人の主張につ

いて周辺事情を含め改めて調査を行った。 

申立人が、上記写真に写っているとして名前を挙げた７人の同僚につい

て、Ａ株式会社に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿において、厚

生年金保険の被保険者資格取得日を確認したところ、申立人より前の昭和

19 年７月１日が１人いるものの、申立人と同日（昭和 22 年７月３日）が

４人、申立人より後の 23 年４月 10 日及び 24 年７月１日がそれぞれ１人



  

いることから、申立期間当時、同社では、従業員を採用から相当期間経過

後に厚生年金保険に加入させることが通例行われていたことがうかがえる

また、調査に回答のあった資格取得日が昭和 23 年４月 10 日となってい

る同僚は、Ａ株式会社において厚生年金保険に加入したのは勤務してから

２年６か月後であったと供述している。 

 このほかに、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらな

いことから、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたと認めることはできない。 

。 

  



  

埼玉厚生年金 事案 7054 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間①及び③について、申立人は、その主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めること

はできない。 

また、申立期間②について、申立人は、厚生年金保険被保険者として厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 46 年１月１日から同年 10 月 10 日まで 

② 昭和 46 年 10 月１日から 47 年１月１日まで 

③ 昭和 47 年１月１日から同年６月 30 日まで 

  国（厚生労働省）の記録では、Ａ株式会社における昭和 46 年１月１

日から同年 10 月 10 日までの期間の標準報酬月額が７万 2,000 円となっ

ているが、給与は 15 万円で、当該給与から標準報酬月額 15 万円に基づ

く厚生年金保険料が控除されていたので、当該期間の標準報酬月額を

15 万円に訂正してほしい。 

 また、Ｂ事業所が加入していたＣ組合における厚生年金保険の被保険

者資格取得日が昭和 47 年１月１日となっているが、Ｂ事業所には 46 年

10 月１日に入社し、同年同月の給与から標準報酬月額７万 2,000 円に

基づく厚生年金保険料の控除が始まったので、Ｃ組合における被保険者

資格取得日を 46 年 10 月１日に訂正してほしい。 

 さらに、Ｃ組合における昭和 47 年１月１日から同年６月 30 日までの

期間の標準報酬月額が６万円となっているが、給与は７万 2,000 円で、

当該給与から標準報酬月額７万 2,000 円に基づく厚生年金保険料が控除

されていたので、当該期間の標準報酬月額を７万 2,000 円に訂正してほ

しい。 

 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 



  

１ 申立期間①において、申立人は、給与は 15 万円だったとしているが

申立人が提出した失業保険被保険者離職票には、申立人がＡ株式会社を

離職した昭和 46 年 10 月９日以前の７か月間に支払われた賃金月額とし

て８万 5,100 円から９万 181 円までの間の金額が記載されており、申立

人の主張と相違する。 

また、申立期間①において、申立人の主張のとおり標準報酬月額 15

万円に基づく厚生年金保険料が申立人の給与から控除されていた場合、

その社会保険料（雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料）の控除合

計額は９万 7,875 円となるが、申立人が提出した昭和 47 年度市民税・

県民税特別徴収税額通知書（以下「税額通知書」という。）には、46

年中に申立人の給与から控除された社会保険料の合計額は４万 8,496 円

と記載されており、申立人のＡ株式会社における、オンライン記録の標

準報酬月額に基づく社会保険料の合計額とおおむね一致していることが

確認できる。 

さらに、Ｄ連合会が提出した「中脱記録照会（回答）」によると、申

立人のＦ基金における申立期間①の標準報酬月額は、オンライン記録と

同じ７万 2,000 円となっている。 

加えて、Ｇ株式会社（Ａ株式会社の後継会社）は、Ａ株式会社に関す

る資料等は保管しておらず、申立人の厚生年金保険に関する事項につい

て、回答及び資料提供はできない旨回答している。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると

申立人が申立期間①において、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

、

、

 

２ 申立期間②において、申立人は、Ｂ事業所に昭和 46 年 10 月１日に入

社し、同年同月の給与から標準報酬月額７万 2,000 円に基づく厚生年金

保険料が控除され、同事業所が加入していたＣ組合を通じて、入社日か

ら厚生年金保険に加入していたとしている。 

しかしながら、株式会社Ｈ（Ｃ組合の後継会社）は、「当時の組織構

成は協同組合で、当社が申立人を直接雇用していたのではないので、申

立人の勤務実態、保険料の控除については不明。当時の資料は残ってい

ない。」と回答している上、オンライン記録で事業所検索を行ったが、

Ｂ事業所は見当たらず、申立人の申立期間②における勤務実態及び保険

料の控除について確認することができない。 

また、上記税額通知書に記載された社会保険料控除額は、上記１に記



  

載のとおり、昭和 46 年中にＡ株式会社において控除されたと考えられ

る社会保険料の合計額とおおむね一致していることから、同社における

控除のほかに、申立期間②において、申立人の給与からＢ事業所により

厚生年金保険料が控除されていたとは考え難い。 

さらに、申立期間②に係るＣ組合の健康保険厚生年金保険被保険者名

簿において、申立人の名前は見当たらず、「健保証の番号」に欠番も見

当たらない。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると

申立人が申立期間②において、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

、

 

３ 申立期間③において、申立人は、昭和 47 年１月１日から標準報酬月

額７万 2,000 円に基づく厚生年金保険料をＢ事業所から控除されていた

としているが、上記２に記載のとおり、株式会社Ｈは申立人の保険料の

控除については不明と回答している上、オンライン記録の事業所検索に

おいてＢ事業所は見当たらず、申立人の申立期間③における保険料の控

除について確認することができない。 

また、Ｉ組合が提出した被保険者名簿によると、申立人は、昭和 47

年１月１日付け標準報酬月額 27 等級で資格を取得、同年７月付け標準

報酬月額 30 等級と記載されており、同組合は、27 等級は６万円、30 等

級は７万 2,000 円であると回答していることから、当該名簿の記録はオ

ンライン記録と一致している。 

このほか、申立人の申立期間③における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると

申立人が申立期間③において、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

、



  

埼玉厚生年金 事案 7055 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成４年９月頃から５年４月頃まで      

以前勤務していた会社の営業部長から株式会社Ａの役員を紹介され、    

数人のＢ職を募集していることを知り応募したところ、私以下４人が同

時に採用されることになった。平成４年９月頃から５年４月頃までの８

か月間勤務した。当時の名刺があり、本社ではＣ部のＤ長として、Ｅ支

店ではＦ部のＤ長としての肩書が記載されている。ところが、日本年金

機構の記録では、同社における厚生年金保険の被保険者資格の記録が無

いことが分かった。間違いなく勤務していたので、申立期間を被保険者

期間として認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

株式会社Ａが会員登録していたＧ協会から提出された申立人のＢ職登録

の記録及び申立人から提出された名刺並びに申立人が同社の複数の同僚の

姓を記憶していることから、申立期間当時、申立人が同社に在籍していた

ことがうかがわれる。 

しかしながら、申立人が姓を記憶している同僚等を含む 25 人に照会し

たところ、回答があった５人全員が、「申立人を知らない。不明。記憶に

ない。」と供述している。 

また、株式会社Ａは平成 21 年４月１日に適用事業所でなくなっている

上、事業主は死亡しており、当時の役員二人に照会したものの回答が得ら

れず、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料控除について確認することが

できない。 

一方、Ｇ協会は、「保管する申立人のＢ職登録原簿から、平成５年２月

１日から同年３月 31 日までの２か月間において、申立人が株式会社Ａに



  

所属するＢ職として登録されていた。」と回答をしているところ、同協会

は、「原則として、Ｂ職登録時には第三者機関が発行した証明書が必要だ

った。具体的には、雇用保険又は厚生年金・健康保険の資格取得届書の写

し等を添付していたが、経験者については、事業所の社内研修だけで登録

することができた。」と回答している。 

また、Ｇ協会では申立人のＢ職登録期間について、「昭和 61 年９月か

ら平成４年６月までの期間において、３つの事業所でＢ職登録されていた

ことが確認できる。」と回答していることから、申立人は、申立期間にお

いて、既にＢ職としての経験者であったことが確認できる。 

さらに、株式会社Ａで社会保険を担当していた元管理職は、「社会保険

（基金を含む）と雇用保険は同時加入だったので、厚生年金保険に加入し

ていれば、必ず厚生年金基金及び雇用保険に加入していたはずだ。」と供

述しているところ、同社が加入していたＨ基金は、「申立人の申立期間に

係る厚生年金基金の加入記録は無い。」と回答している。 

加えて、株式会社Ａにおける申立人の申立期間に係る雇用保険の加入記

録は無い上、ハローワークから提出された雇用保険受給資格者証から、申

立人は、平成４年９月 28 日に求職の申込みをしており、５年１月５日か

ら同年４月４日までの期間において、基本手当を受給していたことが確認

できる。 

また、複数の同僚は、「『Ｉ』という請負契約の歩合制のＢ職がい

た。」と供述しており、そのうちの一人は、「当時のＢ職は、雇用契約と

委託契約の２種類があった。自分は雇用契約だったが、委託契約のＢ職は

『Ｉ』と呼ばれ、雇用契約とは所属する部屋が別であった。雇用契約であ

ったＢ職は６人から７人いたが、申立人は、その部屋にいなかったと思う。

別の部屋にいたかどうかは交流が無かったので分からない。」と供述して

いる。 

さらに、申立人の申立期間について、事業主により給与から厚生年金保

険料を控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 7056 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 42 年 12 月５日から 44 年６月２日まで 

         ② 昭和 45 年５月 14 日から同年９月 25 日まで     

    日本年金機構から自分のものである可能性が高い２件の記録が見つか

ったという通知があり、当該記録については株式会社Ａに勤務してい

た期間及びＢの株式会社Ｃで研修を受けていた期間ではないかと思い、

確認を依頼したが、当該２社では記録が見当たらないとのことだった。

再度調査の上、記録の訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、日本年金機構から通知があった２件の未統合の厚生年金保

険被保険者記録については、自身が株式会社Ａに勤務していた期間及び

Ｄ市Ｅ区にあった株式会社Ｃ（現在は、同市Ｆ区の株式会社Ｇ）におい

て研修を受けていた期間における記録ではないかと申し立てている。 

しかしながら、オンライン記録から、上記２件の未統合記録は、いず

れも平成 22 年３月に申立人とは別の一人の被保険者の記録に統合され

ていることが確認できる上、当該未統合記録に係る健康保険厚生年金保

険被保険者原票に記載されている生年月日は、いずれも昭和 26 年５月

＊日であり、当該未統合記録が統合された上記被保険者の生年月日と一

致しているが、申立人の生年月日とは一致していない。 

また、当該未統合記録における事業所の所在地は、いずれもＨ県であ

るが、申立人は、Ｈ県の事業所に勤務したことは無いとしている。 

 

２ 申立期間①について、申立人に係る雇用保険の記録は確認できない。 

また、株式会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者原票を確認し



  

たところ、申立期間①に申立人の氏名は無く、整理番号に欠番も無い。 

さらに、株式会社Ａは既に厚生年金保険の適用事業所でなくなってお

り、当時の事業主も死亡しているため、申立期間①における申立人の勤

務実態及び厚生年金保険料控除について確認することができない。 

加えて、オンライン記録において、申立人が記憶する同僚の名前と一

致する被保険者が確認できたことから、当該被保険者に照会をしたが、

回答を得ることができなかった。 

 

３ 申立期間②について、申立人から提出された「Ｉ支店実習計画」から

申立人が昭和 45 年６月１日から同年９月末まで株式会社Ｃで研修を受

けていたことが推認できる。 

しかしながら、株式会社Ｃに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

を確認したところ、申立期間②に申立人の氏名は無く、整理番号に欠番

も無い。 

また、申立人と同期入社で、申立人と一緒に株式会社Ｃで研修を受け

たとする同僚についても、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名

簿を確認したが、申立期間②に当該同僚の氏名は無い。 

さらに、株式会社Ｃは、当時のことは資料が無く、担当者もいないた

め、申立期間②における申立人の社会保険加入の有無については、不明

と回答している。 

なお、オンライン記録、株式会社Ｊに係る健康保険厚生年金保険被保

険者名簿及び健康保険厚生年金保険被保険者原票から、申立人及び上記

同僚は、申立期間②において、株式会社Ｊにおける厚生年金保険被保険

者であったことが確認できる。 

、

 

４ このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると

申立人が申立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者として厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

、



  

埼玉厚生年金 事案 7057 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 53 年９月頃から 54 年２月頃まで 

申立期間に、Ａ職として、Ｂ事業所（以下「Ｃ事業所」という。）に 

勤務していた。Ｄ職も務めており、年金記録が無いことには納得できな

いので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ事業所が提出した申立人に係る履歴カードから、申立人は、申立期間

のうち昭和53年10月10日から54年２月１日までの期間について、Ｅ職とし

てＣ事業所に勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、オンライン記録によれば、Ｃ事業所が厚生年金保険の適

用事業所となったのは昭和62年11月４日であり、申立期間に適用事業所で

あったことは確認できない。 

また、Ｆ機関は、ⅰ）Ｇ県では事業所のＥ職については昭和61年３月31

日以前は社会保険を適用しておらず、平成19年７月＊日付けＦ機関職長が

各事業所長に宛てた「Ｅ職の年金記録について（通知）」においても、そ

の旨を改めて確認していること、ⅱ）給与支払簿等は保存年限を経過して

おり、提出できないが、社会保険の適用は昭和61年４月１日以降となるた

め、それ以前に勤務していた申立人の給与から厚生年金保険料を控除して

いないことを回答している。 

さらに、申立人と同じＡ職として勤務していた同僚と思われる者に照会

を行ったが回答は得られず、このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断



  

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 




